
山鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和７年３月２７日 

 

山鹿市長 早 田 順 一   

 

 

山鹿市条例第８号 

 

山鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 

 山鹿市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年山鹿市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に、「同号」を「同

項」に改める。 

第４０条第２項中「第７３条第１項」を「附則第７３条第１項」に改める。 

第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」を「（次項

において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第３号中「この号」の次

に「及び第６項第１号」を加える。 

第４２条中第９項を第１１項とし、同条第８項中「者で」を「もので」に改め、同条中

第８項を第１０項とし、第７項を第９項とし、同条第６項中「あっては」の次に「、第１

項本文の規定にかかわらず」を加え、「市長の」を「市の」に改め、同項を同条第８項と

し、同条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に係る部分に限る。）」を加え、同項を

同条第７項とし、同条第４項を削り、同条第３項各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行

う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを

いう。 

第４２条第３項第１号中「当該」を削り、「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」と

いう。）」を「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同項の次

に次の１項を加える。 

６ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこ

ととすることができる。 

(1) 市長が児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業

者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを優先的に取

り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際し

て、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、



引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第４２条第２項中「次に」を「次の各号に」に、「全てを満たすと認める」を「いずれ

かを満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように改め、

同項を同条第４項とする。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次に掲げ

る要件を満たすと市長が認めること。 

 ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されていること。 

 イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置

が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要

な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 

第４２条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める

ときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担

及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための

措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」

という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 第５０条中「「第１４条第１項」を「第１２条の見出し中「特定教育・保育」とあるの

は「特定地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型給付

費」と、同条第１項」に改める。 

 附則第５条中「１０年」を「１５年」に改める。 
 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
 
 


